
平成 29 年度滋賀県社会福祉審議会条例検討専門分科会 

ワーキンググループ①第２回目（主な意見） 

 

１ 内容 

(1)日時 平成 29年 10 月 26 日（木） 13:30～15:30  

(2)出席委員 尾上委員、小野委員、垣見委員（座長）、佐野委員、重森委員 

(3)検討事項 差別の実態把握分析、差別の要因について議論を行う。 

 

２ 主な意見 

 【10/4ＷＧ①第１回目、10/5ＷＧ②、10/25ＷＧ③の概要について】  

・「不均等待遇」は聞きなれない言葉であるという意見が出た一方、差別禁止部会で直接、間接、関

連差別の３つを不均等待遇とし、それに加えて合理的配慮の不提供を差別と定義している。 

・地元の人等に「差別とは何か」という話をする際に「不均等待遇」という言葉で説明するのは困難。 

・「不均等待遇」は、「合理的配慮」という言葉と比べると、配慮は一時的なものであるのに対して、

不均等待遇は将来にわたって変えていかないといけないという考えが盛り込まれている。 

・「不均等待遇」という言葉がでてきたのは直接・関連・間接差別をそれぞれ定義すると、分類する

のがややこしいので一つにまとめたという経緯がある。 

 

【労働・雇用分野について】 

・福祉的就労の形態は違法。理念になるのか、分野別の雇用になるのかわからないが、労働性を担保

しないと差別であるということを明記すべき。 

 

【教育分野について】 

・教育について統合性の高い、共に学びあうということを入れられないか。 

・権利条約では、「障害のある人もない人も」「地域で生活することを選択できる」といったことがベ

ースとなっている。学びの場の前提として地域というのはある。 

・直接の教育でなくとも地域で育つということに意味がある。 

・一方で親御さんの中には特別支援学校に入れたいという人も多くいる。 

 

【意思疎通・情報コミニュニケーション分野について】 

・社会的入院・入所の問題の根本は意志決定支援ができているのかどうかであり、それを一つの項目

にできないか。 

・障害者が決定する主体であるということが認識されていない。長崎県条例の 19 条には「意思表示

の受領における差別の禁止」という規定がある。本人の意志を受け止めるということを総則的な規

定にできないか。 

・別府市の条例では自立という言葉があって、生活支援の中で、「市及び事業者は、障害のある人及

びその家族の人権に配慮し、障害のある人が地域で自立した生活を営むに当たって必要とする支援

及びその情報提供を行うよう努めるものとする」という規定があるので、そういう規定が入ればよ



いと思う。 

・障害者はスタートラインのところでゴールが決まってしまっているところがある。例えば、障害者

の自立＝ＧＨになってしまっている。それがゴールではないという書きぶりにしておかないといけ

ない。 

 

【災害分野について】 

・災害の分野に関しては、防災、避難所、仮設住宅というそれぞれのレベルで差別の禁止と合理的配

慮の規定があればよい。あるべき姿を条文の中に示しておく必要がある。 

 

【行政・政治参加分野について】 

・市町村に対しての位置付けはどうなるのか。市町によってサービスの内容の違いがあるが、その差

をなくすことを条例により明確化できないか。 

→県の条例で市を縛ることはできない。協力・連携という規定はできる。そこが限度。 

・直接的な規定でなくとも市町の役割を規定できないか。広域の仕組みも大切だが、市町でも差別の

相談の仕組みを作ってほしい。 

・政治参加、投票の配慮は大切なので一つの項目にできないか。特に選挙等における配慮は、基本法

や障害者基本計画に項目がある。 

・投票所の設置や、期日前投票における配慮も必要だと思う。 

 

【複合差別】 

・障害女性の複合差別の規定を条例で設けているのは、現在は京都府だけだが、条例検討中の東京都

では委員の多くが障害女性の差別を盛り込むべきだという意見がでている。また、ここでは各則規

定の議論になっているが、障害女性はあらゆる分野に横断的にかかわる話なので、各則ではなく総

則的なところで規定することになるのではないか。 

・障害のある子どもについても課題がある。全体の中で、女性、子ども、高齢との位置づけがいるの

ではないか。 

 

 【事例について】 

・事例の一つ一つが切実な事例なので研修や啓発の素材にいかしてほしいと思う。 

・10 月に実施したワークショップでも 200 件以上の事例が集まった声の届かない人の事例も集めない

といけない。 






















































